




















して 15 か月かかりましたが、年間
4 億円の削減に成功しました。 “本
当に下がるのか？”と常にクライ
アントからのプレッシャーを感じ
続けたプロジェクトでしたが、大
きな成果を残せたことが自信に繋
がりました。現在では、ユニーク
な実績を持つ会社として、戸建住
宅だけでなく、商業ビルなどの RC
構造物や、ビジネスホテル・病院・
学校等にもサービス展開し、活動
の幅を広げています」と、若園氏
は話す。

同じモノを同じように使い
削減効果を創出

一般的に、コスト削減には大き
く 3 つの手法が存在する。
①購入量の抑制

無駄を省き、購入量自体を減らす。
②仕様の見直し

品質が同等で安価な代替品を採
用する。
③単価の低減

同一条件下で新規業者を含む相
見積を実施する。
同社最大の特長は、“「③単価の

低減」に特化したサービス”であ
ること。一般的なコンサルティング
会社は、①や②の方法を採るため、
クライアント側が、アドバイスにし

発注単価の見直し業務を代行
戸建住宅の新築工事では15～25％の削減も

建築コストを中心とするコスト削減サービスで、株式会社一楽が成長を遂げている。
2007 年 4 月に、戸建住宅のコスト削減会社として起業、ハウスメーカー・パワービル
ダー・設計事務所・工務店他、規模・分野共に幅広い分野での実績を蓄積し、現在では、関
東を中心に月 100 件超の案件をこなす。その詳細と今後の展開を聞いた。

外注比率の高い住宅産業に着目
積極的な相見積でコスト削減

株式会社一楽は 2007 年 4 月設
立。若園浩史代表取締役は、リバ
ースオークションを用いた間接経
費のコスト削減会社に勤務した後、
同業態の新会社立ち上げに設立時
から参画、コスト削減と経営経験
を積む。26 歳の時に、戸建住宅の
コスト削減サービスを提供する、
一楽を興す。

リバースオークションとは、ネ
ット上で行う競り下げ式の競争入
札のこと。オークションの買手と
売手を逆転させた仕組で、競争原
理による購買価格低減を図るもの
だ。交渉の主体が「発注者⇔業者」
から「業者⇔業者」に変わるため、

発注者が情報弱者になり易い分野
（原価構造が不透明、相場変動が
激しい、モデルチェンジが多い
等）の物品購入に有効な手法であ
る。反面、品質の違いを評価でき
ない為、規格を明確に定義できな
い（建築工事・清掃等サービスの
要素が加わる）ものには、活用で
きない。また、要件定義に抜け漏
れが存在すると、発注した後に、追
加見積が発生しかねない。
「前職までは、クライアントが品

質の違いに余り興味を持たない、
間接経費に限定した提案を行って
いましたが、同時に、違和感を感
じてもいました。やはり、コスト削
減の専門会社である以上、品質と
コストの両立を実現したい。そん
な時、ある住宅会社との交流を通
じて、建築業界に可能性を見いだ

します。リバースオー
クションという業界
に合わない方法は捨
て、コスト削減に有効
な要素だけを上手く
応用して活用すれば、
面白いことができる
んじゃないかと。会社
設立後、初のクライア
ントは、当時年間 400
棟の戸建分譲を手が
ける不動産会社でし
た。予定を大幅に延長

▶協力業者への見積依頼
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　まず、賃貸住宅市場については、アベノミクス
でその気になった入居者が次々と中古マンション
や戸建てを購入した結果、退去者の増加が顕著と
なっている。消費増税や住宅ローンの金利上昇へ
の懸念も重なり、住宅購入による賃貸住宅の空室
の増加は避けられない状況にある。家賃も弱含み
で推移している。
　次に、賃貸オフィスであるが、アベノミクスによっ
て実体経済が好転している訳でなく、むしろ廃業や
倒産も多い中、企業が採用人数を増やす状況でもな
く、オフィス需要のパイは縮小している。それにも
かかわらず、東京都心部では大規模なビルが大量に
供給されており、需給は一段の悪化を辿っている。
長期的には需要の縮小は必至であり、供給をより減
少させる必要に迫られている。仮に、実体経済が回
復したとしても、経済のグローバル化により、国内
のオフィス需要回復にはつながらない。氷河期は一
段と進行することになる。
　最後に、店舗についても、アベノミクス効果は及

んでいない。特に、地方圏については、人口減少・
所得の低下などで閉店も多く、新規の開業も少なく、
需要の縮小が続いている。
　ただ、賃貸市場で供給不足となっているのが、配
送センターや倉庫などの物流施設で、立地はもちろ
んだが、最新の設備を持った効率の良い大型のもの
への需要は特に強い。ネット社会の進行で無店舗販
売が急増しているために、需要が急拡大している。
　しかし、そのことを見込んで大手デベロッパーや
ファンドなどの供給計画が相次いでおり、いずれ、
需給状況が変化していくことも予想される。

　これまで土地需要は、マンションや建売住宅等の
事業用地が中心で、取引は全般的には芳しくなかっ
た（図表⑤）。
　しかし、消費増税前の駆け込み需要にアベノミク
スが加わり、一気に需要が爆発している。その内訳
を見ると、個人の注文住宅用地、アパート用地、物
流施設用地などの需要が重なり、品不足の状況に
なってしまった。
　しかし、取引価格については、マンションや建売住
宅用地と異なり、値上りは少ない。特に、注文住宅用
地は、若年層が購入の主体であり、支払い能力が相対
的に低いため、総額が抑えられている。ただし、富裕
層が求める高級住宅地では、上昇の傾向が見られる。
　また、土地需要は拡大しているとはいえ、利便性を
重視する動きが強まっている。同時に、大震災後は沿
岸部や液状化の地域は敬遠され、価格も下落している。

【図表④】

配送センターや倉庫等の需要が急拡大している

❸賃貸市場は、依然として厳しさ続く

❹土地の需要が急拡大した

東証 REIT 指数

※東証証券取引所データより

2013.716





経済産業省からのお知らせ

スマートマンション推進に係る補助事業について

1 スマートマンションとは？

2 新しいビジネスモデルとして期待されるアグリゲータの展開

　現在、経済産業省ではスマートマンション推進に係る補助事業を行って
おります。スマートマンションは、様々なサービス提供によって住民の生
活利便性を高めるだけではなく、マンションの付加価値向上や管理費削減
等といった不動産事業者の方々へのメリットもあります。

　スマートマンションとは、マンション全体でエネル
ギー管理、節電およびピークカットを行い、エネル
ギーの効率的な使用や無理のない節電を実現するマ
ンションのことであり、ＭＥＭＳ（マンションエネル
ギーマネジメントシステム：全体管理システムとＨＥ
ＭＳ端末で構成）を導入して、アグリゲータと呼ばれ
る事業者が、エネルギー管理サービスを行います。

　また、太陽光発電（ＰＶ）、蓄電池等を組み合わせ
ることで、一層の節電効果、更には停電等の非常時
におけるエネルギーセキュリティの強化を図ることが
できます。
　なお、一括受電設備との組み合わせにより、経済
効果の向上を図ることもできます。

　電力問題が深刻化する中、高性能な省エネ機器の
みならず、エネルギーマネジメントにより、無理な
く賢い節電を進めることが重要です。
　この中で、ＩＴ・クラウド技術を駆使し、小口需
要家を束ねることで効果的にエネルギー管理サービ
スを提供する事業者（アグリゲータ）に注目が集まっ

ています。
　アグリゲータは新しいビジネス分野であり、ベン
チャー、機器メーカー、通信事業者など多種多様な
プレーヤーが参入し始め、エネルギー管理以外の
サービスの普及が見込まれます。

〈スマートマンションのイメージ〉

系統電力

MEMS
アグリゲータ

全体管理
システム

受
電
設
備

専有部
・各戸制御端末
・スマート家電

共有部
・空調
・照明
・ＰＶ
・蓄電池
・EV 充電器

　　　　等
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3 スマートマンション導入加速化推進事業（平成 24 年度補正予算）

◦補助対象
　マンションの各戸を束ねてエネルギー管理する
事業者（ＭＥＭＳアグリゲータ）を通じて導入され
るＭＥＭＳの設置費用の一部を補助します。

◦補助対象となる事業者
　集合住宅における全戸の所有者、または管理組
合（新築、既築は問いません）

◦ＭＥＭＳアグリゲータ
　公募により 24 社を採択します。各アグリゲータ
のサービス内容等は、問い合わせ先に記載の事務

局ホームページにてご確認ください。
◦補助率：１／３以内
◦予算額：130.5 億円
◦補助事業期間

平成 25 年度末まで（随時申請募集中）

☞本事業に関する問い合わせ先
一般社団法人 環境共創イニシアチブ（本事業の事務局）
TEL：03-5565-4121
URL：http://sii.or.jp/mems/

〈アグリゲータのイメージ〉

［電力会社］

［警備保障会社］ ［アグリゲータ］ ［小口需要家および低圧需要家］

IT・クラウド技術による
サービスの普及

通報 異常検知

異常検知

節電要請 省エネアドバイス等
エネルギー管理

見守りサービス

セキュリティ
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多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの
建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について

平成25年６月10日　住宅局建築指導課

多人数の居住実態がありながらオフィス等の用途に供している建築物であると称して、建築
基準法の防火関係規定違反などの疑いのある状況で使用されている物件が、複数の特定行政庁
において確認されています。これらの物件については、特定行政庁からの情報を勘案すると、建
築基準法上の「寄宿舎」に該当する可能性が高く、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とす
ることなどが必要と考えています。 

国土交通省では、建築物の安全確保を図る観点から、まずは情報受付窓口を設け、違反の疑
いのある個別の具体的な物件に関する情報を収集するとともに、都道府県・政令市等の特定行
政庁に対して、物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導等を行うよう要請します。

■本事業に関する問い合わせ先
国土交通省住宅局建築指導課　　TEL 03-5253-8111（代表）　FAX 03-5253-1630

■受付窓口の設置
　　国土交通省のホームページに情報受付窓口

を設置し情報収集を行います。情報提供のあっ
た物件については、関係する特定行政庁に情報
提供します。

　〈情報受付窓口〉
　http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/

jutakukentiku_house_fr_000052.html
   （国交省サイト内）
　メールアドレス：kenchiku-i2yy@mlit.go.jp 
　FAX：03―5253―1630

　　都道府県・政令市等の特定行政庁に対して、
以下を要請します。

　①ホームページ等に情報受付窓口を設置し情
報収集を行うこと

　②違反建築パトロールや消防部局・福祉部局等
関係部局との連携により、違反の疑いのある
物件に関する情報収集を行うこと

　　国土交通省からの情報提供、特定行政庁自ら
設置した情報受付窓口への情報提供、物件に関
する情報収集により、違反の疑いのある物件を
把握した場合は、特定行政庁において、必要に応
じて消防部局等と連携し立入調査等を行い、違
反内容の確認を行った上で、適切な是正措置を
講じることを、特定行政庁に対して要請します。 

　　特定行政庁において違反内容の確認を行っ
た物件等については、国土交通省へ報告するこ
とを要請します。国土交通省で集約した情報に
ついては、適宜公表を検討するほか、今後の対
策へ活用します。

1国土交通省ホームページにおける情報

2都道府県・政令市等の特定行政庁に
　おける情報収集 

3違反の疑いのある物件に関する調査、
　違反物件の是正等の実施 

4違反物件等の情報の集約等
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「既存住宅インスペクション・ガイドライン」の策定について
平成25年 6月17日

国土交通省では、中古住宅・リフォームトータルプラン（平成 24 年 3 月）に基づいて、消費
者が中古住宅の取引時点の物件の状態・品質を把握できるようにするため、第三者が客観的に
住宅の検査・調査を行うインスペクションにつき、検査・調査を行う者の技術的能力の確保や
検査・調査の項目・方法等のあり方について検討を行い、今般「既存住宅インスペクション・
ガイドライン」をとりまとめました。

■本事業に関する問い合わせ先
国土交通省住宅局住宅生産課　　TEL：03-5253-8111 （代表）

既存住宅インスペクション・ガイドライン（一部抜粋）

http://www.mlit.go.jp/common/001001034.pdf

●中古住宅は、新築時の品質や性能の違いに加え
て、その後の維持管理や経年劣化の状況により
物件ごとの品質等に差があることから、消費者
は、その品質や性能に不安を感じている。この
ような中、中古住宅の売買時点の物件の状態を
把握できるインスペクションサービスへの
ニーズが高まっている。 

●一方で、現在民間事業者により実施されている
「インスペクション」といわれるサービスは、中
古住宅の売買時検査のみならず、新築入居時の
検査やリフォーム実施時に行うものなど様々
である。 

●また、目視等を中心として住宅の現況を把握す
るために行われる現況検査は、最も基礎的なイ
ンスペクションであるが、現場で検査等を行う
者の技術力や検査基準等は事業者ごとに様々
な状況にある。 

●このため、本ガイドラインにおいては、中古住
宅売買時の利用を前提とした目視等を中心と
する基礎的なインスペクションである既存住

宅の現況検査について、検査方法やサービス提
供に際しての留意事項等について指針を示す
こととする。これにより、事業者による適正な
業務実施を通じて、既存住宅インスペクション
に対する消費者等の信頼の確保と円滑な普及
を図ることを目的とする。

●本ガイドラインは、中古住宅売買時に行われる
インスペクションに関して、共通認識の形成及
びその普及を図ろうとするものであり、その策
定に当たっては以下を基本としている。 

●本ガイドラインは、最近の取組事例等も考慮の
上、既存住宅インスペクションの適正な業務実
施、トラブルの未然防止の観点から、あくまで
も現時点において妥当と考えられる一般的な
基準等をガイドラインとしてとりまとめてい
る。 

●本ガイドラインの使用を強制するものではな
く、個別業務の内容については、契約内容とし
て決定されるべきものである。 

【1-2】ガイドライン策定に当たっての
　　　基本的な考え方・趣旨 

【1-1】ガイドライン策定の背景・目的
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１． 小規模宅地特例の概要
　　小規模宅地特例とは、被相続人である親の

自宅敷地（居住用宅地）、店舗の敷地（事業用宅地）、貸
アパートの敷地（貸付事業用宅地）などを相続人等が相
続または遺贈により取得する場合、一定の要件の下で、
これらの土地の相続税対象額を相続税の課税対象から
減額できる制度をいいます。居住用宅地の場合、特例の
適用対象となる土地の面積は上限 240㎡（平成 27 年以
後の相続または遺贈により取得した土地については
330㎡）、減額割合は評価額の 80％とされています。

２． 居住用に使用されていたかどうかの判定
　小規模宅地特例の対象となる「被相続人の居住用に
使用されていた宅地等」の判定は、被相続人が、その
宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたか
どうかにより行います。具体的には、被相続人の日常
生活の状況、その建物への入居目的、その建物の構造
や設備の状況、生活の拠点となる他の建物の有無その
他の事実を総合的に考えて、居住用に使用されていた
かどうかを判定します。

３． 被相続人が老人ホームに入所したことに
より自宅が空き家であった場合

（１）現行の取扱い
　被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに
入所し、一度も退所せずに死亡した場合において、被
相続人が入所前まで居住していた建物が相続開始直前
まで空き家であったときは、その建物の敷地について
居住用の小規模宅地特例の適用を受けられるのでしょ
うか。
　被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに
入所したような場合は、一般的には被相続人の生活の
拠点も移転したものと考えられます。しかし、被相続
人の身体上または精神上の理由により介護を受ける必
要があるため、自宅での生活を望んでいるものの、居
住していた建物を離れて老人ホームに入所している場
合もあります。このような場合は、病気治療のため病
院に入院したときと同じ状況にあると考えられます。
　そこで国税庁では、被相続人が老人ホームに入所し

たため相続開始の直前においても、それまで居住して
いた建物を離れていた場合において、次の①～④の状
況が客観的に認められるときには、被相続人が居住し
ていた建物の敷地は、相続開始の直前において被相続
人の居住用として使用されていた宅地等に該当すると
の見解を示していました。
①被相続人の身体または精神上の理由により介護を受

ける必要があるため、老人ホームへ入所することと
なったものと認められること。この場合、特別養護
老人ホームの入所者については、その施設の性格か
ら判断して介護を受ける必要がある者に該当します。

②入所後その建物を、新たに他の者の居住用その他の
用に供していた事実がないこと。

③被相続人がいつでも生活できるように、その建物の
維持管理が行われていたこと。

④その老人ホームは、被相続人が入所するために被相
続人またはその親族によって所有権が取得され、あ
るいは終身利用権が取得されたものではないこと。

（２）平成 25 年度税制改正による適用要件の見直し
　平成 25 年度税制改正では、近年の老人ホーム入居者
の増加や終身利用権を取得する契約形態の増加を踏ま
えて、平成 26 年以後の相続または遺贈により取得した
土地について、前述 (1) の要件が見直されました。
　まず、①の「介護を受ける必要があるため、老人ホ
ームへ入所することとなったものと認められること」
の要件についても、次のように明確化されました。
イ . 介護保険法に規定する要介護認定または要支援認

定を受けていた被相続人が、老人福祉法に規定する
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホ
ーム等または介護保険法に規定する介護老人保健
施設に入所等をしていたこと

ロ . 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に規定する障害支援区分の認定を受
けていた被相続人が障害者支援施設等に入所等し
ていたこと。

　また、前述 (1) の要件のうち③と④が廃止されました。
今回の改正により、空き家の維持管理が不要となり、老
人ホームの所有権や終身利用権の取得も認められるこ
とから、小規模宅地特例の適用対象者の拡大が見込ま
れます。

老人ホームへの入所により被相続人が自宅を空き家にした場合の相続税の小規模宅地
特例の適用について教えてください。

老人ホームへの入所により
被相続人が自宅を空き家にした場合の
相続税の小規模宅地特例の取扱い
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1. 賃借人退去後に残された
　   動産類処理のルール

賃貸借契約の終了に伴い賃借人が退去する際には、通
常は、賃貸人と賃借人との間で、借家人が明渡し後に残
置した家財道具等の動産類が存する場合には、誰が誰の
費用で残置物を処理するかという残置物の処理について
のルールを合意することが多いと思われます。一般的に
は、賃貸人と賃借人との間で、「残置した動産類が存する
場合には、賃借人は当該動産類についての所有権を放棄
し、賃貸人がこれを処分することに異議を述べない。」と
の趣旨の覚書等を取り交わすことが多いようです。

しかし、賃貸人が、賃借人に対し、残置物は一切認め
ないので、すべての家財道具その他の動産類を撤去して
明け渡すよう求めて、残置物が存在した場合のルールを定
めていなかった場合や、ご質問のケースのように賃料未払
のまま賃借人が退去した場合には、残置物が存在する場
合の明確な解決基準が合意されていないことになります。

このような場合に、賃借人が明け渡す際に残置してい
ったということは、即ち、賃借人にとって不要な物であ
るから残置したのであって、賃借人が残置物については
所有権を放棄したものであると判断してもよいのかと
いうことが問題となります。

２. 残置物の所有権の帰属
賃借人が残置した物が明らかに塵

じ ん か い

芥同然の無価値物
であることが明白な場合には、これらは不要品のゆえに
賃借人が棄

す

てていったものであるとの判断も可能にな
ると思います。しかし、ご質問のケースのように、机や
椅子や絵画類となると、少なくとも、それらが一見して
無価値物であるということは困難です。後日になって、
賃借人から一度に転居先に持って行くことができなか
ったので残置していたが、後日に搬送するつもりであっ
たと言われた場合には返答に窮することになってしま
います。残置物が明らかに無価値であるとはいえないよ
うな場合には、賃借人から所有権を放棄したものである
との意思が表示されていない限りは、残置物の所有権は
いまだ賃借人にあると考えておく必要があります。

3. 残置物を直ちに廃棄する場合の問題点
上記のように残置物の所有権はいまだ賃借人にある

と考えられる場合に、これらの残置物を直ちに廃棄して
しまうと、民事上の責任としては、所有権侵害を理由と
する損害賠償義務が発生することが考えられますし、刑

賃料不払のまま賃借人が退去した後の部屋を確認したところ、
机や椅子と複数の絵画類が残されていました。
所有権を放棄したものとして廃棄処分にしてもよいでしょうか。

事上の責任として器物損壊罪（刑法 261 条）等が成立す
る場合もあり得ます。

したがって、残置物が一見して塵芥同様の無価値物で
あるとはいえない場合には、直ちに廃棄することは問題
がありますので、法的にはそれらを一時的に保管してお
くことが必要になります。その上で、賃貸人が退去した
賃借人の転居先を知っている場合には速やかに連絡を
取り、残置物について退去した賃借人の意向を確認して
処理することになります。

退去した賃借人との連絡が取れない場合には、一時的
に賃貸人が保管した家財道具等の残置物を処分する手
続を行うことになります。

4. 残置された家財道具類を処分する手続
賃借人に家賃の滞納等の賃貸借契約に基づく債務が

残存しているときは、賃貸人は、これらの債権を被担保
債権として賃借人の動産に先取特権を有するものと定
められています。これは「不動産賃貸の先取特権」とい
われているものです（民法 312 条）。

この先取特権の被担保債権は、賃貸借関係から生じた
すべての債権であると解されています。

また、不動産賃貸の先取特権の対象として競売できる
動産の範囲は、少なくとも、畳や建具、一切の家具調度
品等の建物の利用に関して常置された物が含まれるこ
とに異論はありません。

したがって、賃貸人は、未払賃料債権を回収するため、
不動産賃貸借の先取特権に基づき賃借人が残置した家
財道具類の競売申立てを行うことができます。

競売が行われた場合には、競売代金から家賃の滞納分
が賃貸人に配当されることになります。競売代金が手続
費用や賃貸人への未払賃料額を超えるときは、その余剰
の金銭は退去した賃借人に返還されることになります。
退去した賃借人の所在が不明の場合には供託されること
になりますので、これで解決が図られることになります。

しかし、こうした手続を取ることは賃貸人にかなりの負
担を強いることになります。このために賃借人との間で残置
物の所有権放棄の覚書を取り交わす必要があるわけです。

賃借人が残した家財道具等の処置
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敷地内の駐車場の一部が都市計画道路になることが予定されているマンションの一
室を仲介することになりました。将来、都市計画道路の計画が実現するときには、道
路となる部分はどのように取り扱われるのでしょうか。

マンション敷地の
土地収用

1. 回答
道路となる部分（敷地の一部）は、起業者

（道路建設事業を行う者）との間で話合いが成立すれ
ば、起業者に売却されます（任意の売買契約による方
法）。売却の話合いが成立しないまま道路建設事業が実
施されることになれば、事業認定と収用裁決の手続を経
た上で、強制的にその所有権が起業者に移り、代執行に
よって占有が移転されます（収用裁決による方法）。

２． ２つの方法
道路、水道、鉄道、電気、ガスなど、社会基盤の整備

を行う公共事業の主体となる者を、起業者といいます。都
道府県・市町村や鉄道・電気・ガスなどの事業会社など
が、起業者となります。起業者は、公共事業のための土
地を、所有者との間の任意の契約によって取得する方法
（任意の売買契約による方法）か、あるいは土地収用法
に基づく収用裁決に基づいて強制的に取得する方法（収
用裁決による方法）かのどちらかによって、取得します。

３． 任意の売買契約による方法
土地を公共事業に用いるといっても、土地所有者の意

思を無視して、強制的にその権利を剥奪するのは、望ま
しいことではありません。そこで公共事業用地を取得す
るにあたっても、通常まずは強制力を用いる手段を避
け、任意に土地を取得するための交渉が行われます。話
合いがまとまれば、売買契約が締結され、マンション敷
地の一部が、道路のための用地となります。

もっとも、マンション敷地の権利は、原則的に専有部
分との分離処分が禁止されていますし（区分所有法 22
条１項）、また区分所有者の共有で、しかも提供される
土地は分筆の一部分です。そこで、マンション敷地の一
部を起業者に売却するにあたっては、①分離処分の禁止
を解くための総会決議（特別決議）、および、②共有者
全員の合意による敷地一部の分筆が必要となります。

４． 収用裁決による方法
土地所有者と起業者との間で話合いがまとまらずに

事業が実施される場合には、起業者は、土地収用法に基
づく収用裁決に基づき、土地を取得することになりま
す。収用裁決は、権利者の意思にかかわらず、強制的に
行政処分によって権利を剥奪し、起業者に土地所有権を

付与するものです。①「事業認定」、②「収用裁決」、③
「代執行」の 3 つのステップから成り立ちます。
①事業認定

収用裁決による用地取得には、まず起業者が、事前説
明会を行った上で、認定庁（認定に関する処分を行う機
関、国土交通大臣または知事）に対し、事業認定を申請
します（土地収用法 17 条・18 条）。認定庁において、事
業に公益性や妥当性があるとの判断に至ると、他人の財
産を収用する必要がある事業であることが認定されま
す（同法 20 条）。
②収用裁決

事業認定を受けた事業につき、起業者からの申請を受
け、収用委員会が審理を行い、収用裁決（権利取得裁決
と明渡裁決）を行います（同法 47 条・47 条の 2）。収用
委員会は各都道府県に置かれる行政委員会（行政機関）
であり、公正中立な立場で裁決を行う権能を与えられて
います。

私有財産を公共のために用いるに際しては、「正当な
補償」（憲法 29 条）が必要です。収用裁決においては、
収用委員会が裁決によって補償金の額を定めます。
③代執行

収用裁決（明渡裁決）が出されたにもかかわらず、明
渡義務が履行されず、起業者が土地を利用できないとき
には、代執行がなされます。代執行は、行政処分によっ
て命ぜられた義務が履行されない場合に行政庁が義務
者のなすべき行為をなし、または第三者になさしめ、そ
の費用を義務者から徴収する行政上の強制執行の手段
です。土地収用法は、起業者の請求により行政代執行法
の定めるところに従い都道府県知事が代執行を行うこ
とができるものとしています（同法 102 条の 2 第 2 項）。

５． まとめ
マンション敷地について、駐車場や空地部分などが都

市計画道路予定地と重なっている場合には、道路建設の
事業計画が進み、計画実現の段階に至ると、事業のため
の用地提供が求められます。宅建業者としては、売買契
約締結前に、対象物件の一部にそのような利用計画があ
ることを理解してもらわなければなりません。都市計画
における道路などの都市計画施設に関しては、宅建業者
が契約締結前に購入者に説明しなければならない重要事
項ともなっています（宅建業法 35 条 1 項 2 号、同法施行
令 3 条 1 項、都市計画法 53 条１項、同法 65 条１項など）。

山下・渡辺法律事務所

弁護士 渡
わたなべ

辺 晋
すすむ

 先生
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今回は、（2）監督官庁への対処についてお話しします。

次回は、（2）監督官庁への対処の残りの部分と、（3）被害者 · 株主等への対処についてお話ししましょう。

コンプライアンスと危機管理経営＜その10＞

第11回

ここで大切なことは、①関係機関等へ迅速な報告を行うこと、②再発防止策を構築するこ
と、および③事業継続方策を検討・決定することの 3 点です。

①関係機関等へ迅速な報告を行うこと
コンプライアンス違反を起こした企業は、行政処分を受けることがあります。これは、許認

可を行う監督官庁や公共工事の発注元としての官庁（自治体を含む）から課せられる処分です。
具体的な監督官庁としては、コンプライアンス違反の態様や企業の業務の特性により様々で

すが、それぞれ行政事務を所掌する許認可官庁（自治体を含む）となります。この中には、消
防署、保健所、労働基準監督署なども含まれます。上場企業の場合には、官庁ではありません
が、証券取引所への報告・連絡も必須です。
コンプライアンス違反が発生した企業は、こうした関係機関等に対して、迅速な報告を実施

し、真摯に説明する努力をしなければなりません。広報対策などに忙殺され、行政への報告・
連絡がおろそかになってしまうケースが散見されますので注意が必要です。
まず、第一報などの形で口頭報告を行ったり、広報文などの関係資料を送付する場合もある

でしょうが、通常、所管官庁からは、期限を定めて正式な報告書の提出を求められます。報告
書の提出は 1 回とは限らず、内容が不十分で再度報告を求められる場合や一定期間経過後に報
告書の再提出を求められる場合などもあります。

など、これまで説明してきたポイントを外さない内容を盛り込むことが大切です。

万が一にも、虚偽の報告を行ってはいけません。“第２のコンプライアンス違反事件”に発展
することになりかねません。

②再発防止策を構築すること
監督官庁への報告・連絡の中には、再発防止策を盛り込むべきことはすでに説明したとおり

ですが、これは必須事項であることを認識しておく必要があります。
再発防止策は原因究明と表裏一体の関係にありますから、コンプライアンス違反の実態解明

に基づく再発防止システムの構築や見直しなどについて詳細に述べる必要があります。

【2】 監督官庁への対処

報告書
には

＊コンプライアンス違反についてのお詫び・反省
＊企業の内部統制システムが機能しなかった点
＊違反事実の具体的原因究明
＊業務の改善と再発防止策
＊関係者に対する社内処分（監督責任を問う処分や体制強化のための人事異動を含む）
＊被害者への対応（損害賠償、原状回復、示談等を含む）
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コンテンツに「地方本部の動き」を追加

29

ホームページの地方本部の動きへのアクセス方法
１．パソコンの Web ブラウザ（ホームページ閲覧ソフト）より、全日本不動産協会ホーム
     ページにアクセス　URL → http://www.zennichi.or.jp/
２．画面右のメニューから【地方本部の動き】バナーボタンをクリック→①

　日頃よりご愛顧いただいておりますホームページに、各地方本部の活動状況をご紹介す
る「地方本部の動き」を追加いたしました。
　各地方本部の活動内容・開催イベント・様々な取り組みをインターネットから閲覧できるよ
うになりました。また、過去の活動状況も、さかのぼってご覧になれます。

①
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